
般労働者との均衡を考慮し、賃金総鰻を保険料賦課の基礎とすることが適当で  

ある。これにより高額  

る帯  

台也．．hl－「太一l寸  

Ⅱ 給付  

1 労災保険の給付  

（1）総論   

○ 船員保険の職務上疾病・年金部門の給付については、労災保険の給付に相   

当する部分は統合後の労災保険から給付するとともに、それ以外の部分は新   

船員保険から引き続き給付することとし、例えば以下のような取扱いをする   

ことが適当である。  

・介護料については、同趣旨で同程度の給付である介護（補償）給付を労  

災保険から支給し、新船員保険からは特段の給付は行わない。  

・ 行方不明手当金は、労災保険では同趣旨の給付はないため、引き続き新  

船員保険から給付する。  

・職務上の事由による傷病手当金は、同趣旨の給付である休業（補償）給  

付を労災保険から行うとともに、現在、1月目から4月目までの間、労災  

保険の給付水準を超えて船員保険から給付されている部分については、新  

船員保険から上乗せとしての給付を行う。  

○ 船員保険の職務上疾病・年金部門の給付であって、被保険者が傷病や障害   

を負った場合の所得保障であるもの等については、現行制度では、標準報酬   

月捜を基礎としてその支給額を決定しているところであるが、統合後は、労   

災保険から給付するものについては、一般労働者との均衡を考慮し、労災保   

険で用いられている給付基礎日額を基礎としてその支給額を決定すること   

とすべきである。  

○ ただし、給付基礎日額の算定に当たっては、船員の賃金が乗船時と下船時   

で大きく変動することが多い点を踏まえ、傷病等の場合の被保険者の生活の   

安定が図られるよう、必要に応じ、船員について算定の特例を設け、支給水   

準の平準化を図るべきである。  

○ 現行の職務上疾病t年金部門の給付については、労災保険から給付される  
、
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ものと新船員保険から給付されるものとに区分されることとなるが、給付の  

諦求に当たっての利便性を可能な限り確保するため、労災保険の給付申請を  

受理する労働基準監督署及び新船員保険の給付申請を受理する機関におけ  

る連携について検討すべきである。  

（2）各論  

（通勤災害の範囲）  

○ 通勤災害の範囲については、船員保険法と労災保険法とで法令上の差異は   

生じていないが、船員の場合には陸上労働者と比べ特殊な勤務形態があるこ   

とから、統合後の取扱いについても、現在の運用を踏まえて検討する必要が   

ある。  

（障害認定）  

○ 障害認定基準については、現在でも船員保険と労災保険で一致しているさ   

られるため、船具保険の職務上疾病・年金部門を労災保険に統合し、職   

務上の障害年金等を労災保険から給付する場合にも船員に係る例外措置は   

必要ない。  

（労務不能の認定）  

○ 休業補償を行う際の労務不能の認定については、船員保険においては、被   

保険者であった者の従前の職種に要求されると同程度の労務に耐え得るか   

否かを基準としている。一方、労災保険においては、従前の職種の労働をす   

ることができない場合のみではなく、一般に労働不能であることが基準とさ   

れている。労災保険での取扱いに合わせることが原則とはなるが、船員星型   

の特殊性も考慮し、検討する必要がある。  

（障害厚生年金等が支給される場合の支給停止）  

○ 障害厚生年金、障害基礎年金、遺族厚生年金及び遺族基礎年金が支給され   

る場合、船員保険の傷病手当金、障害年金及び遺族年金について支給停止さ   

れる割合は、労災保険の休業（補償）給付、障害（補償）年金、傷病（補償）   

年金及び遺族（補償）年金について支給停止される割合よりも高いが、支給   

停止の割合はそれぞれの給付の支給実績に応じて算出されていることから、   

統合後は、労災保険における取扱いに合わせることが適当である。  

（遺族年金等の受給資格者）  

○ 船員保険の遺族年金等と比べ、労災保険の遺族（補償）年金等の受給資格   

者の範囲は基本的に同等又はより広く認められているが、船員について一般  
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の労働者と差を設けるべき理由もないと考えられることから、統合後は、労  

災保険の取扱いに合わせるべきである。  

2 雇用保険の給付  

（1）総論  

○ 現在でも、船員保険の失業部門の給付については、雇用保険の給付と同様   

の水準となっていることから、雇用保険への統合後は、船員に対する給付は   

雇用保険からの給付のみとなり、新船員保険からの給付は行われないことと   

なる。  

○ 船員保険の失業保険金等については、現行制度では、標準報酬月額を基礎   

としてその支給額を決定しているところであるが、雇用保険への統合後は、   

一般労働者との均衡を考慮し、雇用保険で用いられている賃金日額を基礎と   

してその支給額を決定することとすべきである。  

○ ただし、賃金日額の算定に当たっては、船員の賃金が乗船時と下船時で大   

きく変動することが多い点を踏まえ、失業等の場合の被保険者の生活の安定   

が図られるよう、必要に応じ、船員について算定の特例を設け、支給水準の   

平準化を図るべきである。  

（2）各論  

（高齢である船員に係る給付）  

○ 現在、船員保険においては、60歳以上は原則適用除外とし、60歳前よ   

り引き続き雇用される者を高齢継続被保険者としている。一方、雇用保険に   

おいては、65歳以上を原則適用除外とし、65歳前より引き続き雇用され   

る者を高年齢継続被保険者としている。  

○ これに伴い、以下の給付の支給対象年齢が異なる取扱いとされている。  

・求職者給付金（船員保険：60歳まで、雇用保険：65歳まで）   

t 高齢求職者給付金（船員保険：60歳以上、雇用保険：65歳以上）  

・高齢雇用継続基本給付金、高齢再就職給付金（船員保険：55～59歳、  

雇用保険：60～64歳）  

○ また、保険料負担については、以下のような取扱いとされている。  
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船員保険：60歳まで（雇用が継続していれば60歳を超えて負担）  

雇用保険：64歳まで（4月1日時点）  

○ 高齢化が進む船員の現状等に鑑み、雇用保険への統合後は、船員について   

もー般の労働者の取扱いに合わせるべきである。これにより、高齢である船   

員に対して現在よりも手厚い給付が行われることになる。  

【一般の労働者の取扱いに合わせることのメリット】  

・ 65歳まで、高年齢求職者給付よりも手厚い通常の求職者給付金を受給できる。  
・ 60歳以降65歳になるまでの間、賃金が60歳時点等の場合と比較して低下した場   
合に、高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金を受給できる。  

・ 64歳以上は、保険料を負担する必要がない。   

【一般の労働者の取扱いに合わせることのデメリット】  

・ 55歳以降60歳になるまでの間、賃金が55歳時点等の場合と比較して低下した場   
合4妄であっても、高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金を受給できない。   

60歳到達以後に雇用が途切れた場合であっても、再度働き出した場合には、そのと  
き以降64歳になるまで、保険料を負担する必要がある。  

○ 高齢の船員に係る雇用安定のための赦塾策については、労使の意見を踏ま   

えた上で、必要に応じ国土交通省！二£し、てが厚生労働省と連携して検討を行   
うことが適当である。  

（短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者）  

○ 現行の船員保険の失業部門の適用を受ける被保険者については、短期雇用   

特例被保険者の区分に該当する者は極めて少数であると考えられるが、量塁   

保険の適用対象として取扱われることを前提に船員以外の労働者に係る負   

担と給付との均衡を図るため、特段の例外措置は設けないこととするのが適   

当である。なお、現行の船員保険の失業部門の適用を受ける被保険者であっ   

て日雇労働被保険者の区分に該当するものは存在しないと考えられる。  

（常用就職支度手当・移転費）  

○ 雇用保険の常用就職支度手当は、船員保険にはない給付であるが、船員に   

ついて排除する理由もないため、給付の対象とすべきである。また、雇用保   

険の移転費については、同様の給付を船員保険の福祉事業として行っている   

が、雇用保険の移転費の失業等給付の総額に占める割合はわずかであり、船   

員のみ福祉事業として使用者負担で実施すべき理由もないと考えられるこ   

とから、船員も給付の対象とすべきである。  

（被保険者期間が1年未満の場合の失業保険金）  

○ 被保険者期間が1年未満の場合、船員保険の失業保険金の給付日数は50   

日（就職困難者は110日）である一方、雇用保険の基本手当の給付日数は  
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90日（就職困難者は150日）となっている。船員について異なる取扱い  

とする理由がないこと等から、今後は、雇用保険の取扱いに合わせるべきで  

ある。  

3 新船鼻保険の職務外疾病部門の給付  

（1）総論  

○ 船員保険の職務外疾病部門については、以下に掲げるものを除き、基本的   

に現行制度の給付体系を維持すべきである。したがって、傷病手当金等につ   

いても、引き続き標準報酬月額を基礎上してその支給額を決定することとす   

べきである。  

（2）各論  

（報酬との調整）  

○ 健康保険においては、傷病手当金及び出産手当金について報酬との調整規   

定を設け、報酬が支給される場合にはその限りにおいて支給しないこととし   

ているが、これは、傷病又は出産により職務に服することのできなくなった   

者に対する所得保障を行うという傷病手当金及び出産手当金の趣旨を踏ま   

えたものである。船員保険においては、現行ではこのような調整規定は設け   

られていないが、制度の趣旨を踏まえ、同様の調整規定を設けることが適当   

である。  

○ また、傷病手当金及び出産手当金については、乗船時の給付制限が設けら   

れているところであるが、傷病手当金については、船員法において傷病中の   

給料請求権が規定されていること、また、給付制限を解除すると船舶所有者   

の負担が新船員保険からの給付に振り替えられるおそれがあることから、現   

行どおりとすべきである。また、出産手当金についても、船員法において妊   

産婦を船内で使用することは原則として認められないこと、また、使用が認   

められる場合にあっては賃金が支給されることが当然に想定されることか   

ら、同様に現行どおりとすべきである。  

4 新船長保険の職務上特別給付部門の給付  

（1）総論  

○ 船員保険における職務上疾病・年金部門の給付については、労災保険の給  
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付に相当する部分は労災保険から支給するとともに、それ以外の部分は、職  

務上特別給付部門として新船員保険から引き続き支給することを原則とす  

べきである。  

○ 職務上特別給付部門の給付㊤暮春については、現行の船員保険の給付水準   

を踏まえつつ、ILO条約や船員法に定められた水準を念頭に、船員労働の   

特殊性に見合う補償水準と労災保険からの補償水準を考慮し、個別の給付ご   

セイこ判断することが必要である。嵯せて、鮒全体として、ILO第55号   

条約及び第56号条約との実質的同等性が確保されるようにする必要があ   

る。  

○ 職務上特別給付部門の給付であって被保険者が職務上の傷病等を負った   

場合の所得保障であるもの等については、保険料の徴収方法や職務上疾病・   

年金部門との均衡を考慮し、引き続き標準報酬月額を基礎としてその支給額   

を決定すべきである。  

○ 職務上特別給付部門の給付であって労災保険からの給付と併せて新船員   

保険から上乗せとして支給されるものについては、労災保険からの給付が行   

われることが前提であり、新船員保険における給付決定は労災保険における   

給付決定と整合性のとれたものである必要がある。例えば、労災保険におい   

て業務上の事由による傷病と認定される一方で新船員保険においては職務   

外の事由による傷病と認定されたり、労災保険において業務外の事由による   

傷病と認定される一方で新船員保険において職務上の事由による傷病と認   

定されたりすることのないよう、配慮する必要がある。  

○ このため、職務上特別給付部門の給付であって労災保険からの給付と併せ   

て上乗せとして支給されるものについては、労災保険からの給付が行われる   

場合にのみ支給するとともに、労災保険からの給付が行われる場合には、新   

船且保険の被保険者資格等に不備がある場合を除き魅 基づき、新船員   

保険からの給付を行うことが適当である。  

○ 現行の職務上疾病・年金部門の給付については、給付の請求に当たっての   

利便性をでき三党り確保するため、労災保険の給付申請を受理する労働基準   

監督署及び新船員保険の給付申請を受理する機関の連携について検討する   

べきである。  

（2）各論  
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（労務不能の認定）  

○ 労災保険の休業（補償）給付は労務不能の認定を要するが、その上乗せと   

して支給される給付については、労災保険から基本となる給付が行われるこ   

とを要件とすることから、実行上、労災保険の労務不能の認定に合わせ毒塞   

せとして支給される給付の決定が行われる。皇主上蚕馳L盤  
員労働の特殊性も考慮し、検討する必要がある。  

（障害認定）  

○ 障害認定基準については、現在でも船員保険と労災保険で一致しているさ   

考え亡れ三ため、職務上特別給付部門の給付についても、特段の見直しは必   

要ない。  

（賃金との調整）  

○ 労災仮険においては、休業（補償）給付は賃金が支払われない日に給付さ   

れることとなっている。これは、労働災害により職務に服することのできな   

くなった者に対する所得保障を行うという休業（補償）給付の趣旨を踏まえ   

たものである。船員保険の傷病手当金については、現在、このような規定は   

設けられていないが、休業（補償）給付の趣旨を踏まえ、制度見直し後に新   

船員保険から休業（補償）給付の上乗せとして支給される給付についても、   

同様の規定を設ける必要がある。また、乗船時の給付制限については、現行   

どおりとすべきである。  

（障害厚生年金等が支給される場合の支給停止）  

○ 障害厚生年金、障害基礎年金、遺族厚生年金及び遺族基礎年金が支給され   

る場合については、職務上特別給付部門の給付についても必要な給付調整を   

行うことが適当である。  

（休業（補償）給付の待期期間lこ係る給付）  

○牒   

ていない。－一方、聯休菓（補償）給付lこは3日間の待期期間が設lナ   

ちれていることから、鞭   

給付の上乗せとして3日間の待期期間に係る給付を行うべきである。  

（労災保険の年齢階層別の限度額に応じた給付）  

○ 労災保険lこおいては、休業（補償）給付、障害（補償）年金、傷病（補償）   

年金等について、被御   

最高限度額が定められている。船員保険においてはこのような限度額は定¢   

られていないことから、労災保険への統合後は∴最高限度額によって給付水  
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準が頭打ちとなる者に対し、新船員保険から調整された部分に相当する給付  

を行うべきである。  

Ⅳ 福祉事業   

船員保険の福祉事業については、労災保険における労働福祉事業及び雇用保険に  

おける雇用安定事業等との整合性を図ることを基本とし、労働福祉事業又は雇用安  

定事業等の枠組みで実施することができる事業については、それぞれの事業として  

実施することが適当である。その際、労働福祉事業及び雇用安定事業等については、  

現在、行政改革推進法等を踏まえ、徹底的な見直しを行っているところであること  

から、船員保険の福祉事業として行われている事業についても、その必要性、効率  

性等を精査すべきである。また、これら以外の事業については、事業内容を精査し  

た上で、船員労働の特殊性を踏まえて維持することが適当な事業及び医療保険の保  

険者として実施することが必要な事業については、引き続き新船員保険の福祉事業  

として実施すべきである。  

1 労災保険の労働福祉事業  

○ 労働福祉事業においては、労災保険の適用事業に係る労働者及びその遺族を   

対象に福祉の増進を図るための事業を実施しているが、統合後は船員について   

も労災保険の給付対象となることから、船員及びその遺族についても労働福祉   

事業の対象とする必要がある。  

○ 船員保険の福祉事業で実施している以下の事業については、労働福祉事業に   

おいて同様又は類似の事業が実施されていることから、その必要性を精査し、   

労働福祉事業の枠組みの中で実施することとすべきである。  

（就学援護真の支給）  

○ 就学援護費の支給については、労働福祉事業において同様の事業が実施され   

ており、船員及びその遺族に対する当該事業については、労災保険への統合後   

は労働福祉事業として実施することが適当である。  

（整形外科療養の実施）  

○ 整形外科療養の実施についても、労働福祉事業において同様の事業が実施さ   

れており、船員に対する当該事業については、労災保険への統合後は労働福祉   

事業として実施することが適当である。  

（未払賃金の立替払事業の実施）  
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○ 未払賃金立替払事業は、賃金の支払の確保等に関する法律に基づく事業であ   

るが、統合後も同法に基づく事業として労働者健康福祉機構において実施する。   

なお、船員については特例が設けられ、事実上の倒産の認定、未払賃金の額の   

確認等について、地方運輸局長に権限が付与されているが、これらについては、   

監督機関からの本来的な使用者責任の追及と相まって立替払業務が行われる   

ことが事業の健全な運営を図る上で必要不可欠であることから、労災保険統合   

後も引き続き地方運輸局において実施することとすることが適当である。  

（健康管理手帳制度の実施）  

○ がんその他の重度の健康障害を生じるおそれのある業務に従事していた者   

に係る健康管理手帳の交付については、船員以外の労働者に対しては労働安全   

衛生法に基づく事業として都道府県労働局が実施しているが、船員に対しては   

国土交通省が手帳の交付を、社会保険庁が船員保険の福祉事業として無料健康   

診断を実施している。労災保険への統合後においては、手帳の交付要件等にお   

ける船且以外の労働者との統一仕を確保坦重量考慮しつつ、引き続き国土交通  

省において手帳の交付を行うこととし、無料健康診断については労災保険の労  

働福祉事業として実施することが適当である。  

（船員災害防止対策事業の実施）  

○ 船員災害の防止に関する活動を行っている船員災害防止協会※への補助事業   

については、建設業、港湾業、陸上貨物業、林業、鉱業と同様に、災害が多く   

発生していること、船員の作業環境・内容や災害防止対策が特殊であること等   

を踏まえると、船員に着目した安全衛生対策の実施がひいては全体の労災保険   

給付の抑制にも資するものと考えられることから、労働福祉事業として実施す   

る。また、労働福祉事業において行われている見直しを踏まえ、美梅重量の内   

容等について検討する。なお、船員保険の福祉事業として実施している衛生担   

当者講習会については、事業の効率性に鑑み、船員災害防止協会において実施   

することが適切であることから、船員災害防止協会が行う事業に統合し実施す   

ることが適当である。  

※ 船員災害防止協会は「船員災害防止活動の促進に関する法律（昭和42年法律第61号）」   

に基づき、船員の安全の確保及び船内の衛生の向上のための対策を自主的に推進すること   

により、船鼻災害を防止することを目的に設置された団体である。  

2 雇用保険の雇用安定事業等  

○ 雇用安定事業等においては、失業等給付の附帯事業として、失業の予防、雇   

用機会の増大、労働者の能力開発等に関する事業を実施しているが、統合後は   

船具についても雇用保険の対象となることから、船員に醜しても雇用安定事業  
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等の対象とすることが適当である。  

（船員雇用安定事業の実施）  

○ 現在、船員保険の福祉事業として、日本船員福利雇用促進センター（SEC   

OJ）※において、船員の職業及び生活の安定のため、雇用促進等事業が実施   

されている。一方、雇用保険においては、、失業等給付の事業に資することを目   

的として、雇用安定事業等として、同様の事業が行われている。  

※ 日本船員福利雇用促進センターは「船員の雇用の促進に関する特別措置法（昭和52年  

法律第96号）」に基づき、船員の雇用の促進等を図ることを目的に指定された団体であ  

る。  

○ 雇用保険への統合後は、これらの事業について、当該事業の性格及び雇用安   

定事業等の趣旨を踏まえ、雇用安定事業等として対応することが適当である皇  

（移転真の支給及び就職促進手当の支給）  

○ 船員保険の福祉事業として実施していた移転費の支給については、雇用保険   

における移転費と同様のものであることから、続合後は雇用保険において支給   

することが適当である。また、同事業で実施していた就職促進手当の支給につ   

いては、平成3年度以降支給実績がないことから廃止することが適当である。  

3 新船員保険の福祉事業  

○ 船員保険の福祉事業のうち、労働福祉事業及び雇用安定事業等の枠組みで   

は実施できない事業については、事業内容を精査した上で、船員労働の特殊性   

を踏まえて維持することが適当な事業及び医療保険の保険者として実施する   

ことが必要な事業については、引き続き新船員保険の福祉事業として実施する   

こととすべきである。  

（生活習慣病予防撃墜診事業の実施等）  

○ 平成20年度以降、生活習慣病の予防に関する保険者の役割が明確化され、   

被保険者・被扶養者に対する効果的・効率的な健診・保健指導を船員保険法に   

より義務付けられることから、生活習慣病予防挨壁診事業、巡回相談事業の重   

要性は今後も増大するものと見込まれるほか、高額医療費・出産費貸付事業の   

実施についても、医療保険者の福祉事業として重要性が高い。このため、引き   

続き新船員保険の福祉事業として実施すべきである。なお、健診及び保健指導   

の義務化を踏まえて、事業の実施体制等について検討が必要である。  

（無線医療センターの運営及び洋上救急医療の援護）  

○ 無線医療センターの運営及び洋上救急医療の援護については、労働場所が海  
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上であるという船員労働の特殊性を踏まえた事業であることから、新船員保険  

の福祉事業として引き続き実施すべきである。  

（船員保険講習会の開催）  

○ 船員保険の福祉事業として実施している船員保険講習会の開催については、   

事業内容を精査した上で、新船員保険を担う公法人の事務として実施すべきで   

ある。  

（福祉施設の室皇室）   

＜検討の背景＞  

○ 宿泊施設に関する閣議決定、累次の審議会の意見、昨年の年金・健康保険の   

福祉施設をめぐる国会での法案審議等を踏まえ、国としては、保有する保養施   

設等（診療所、健康管理センターを含む。）を廃止し、病院についても整理合   

理化を進めていくことが求められており、船員保険の福祉施設も同様の状況に   

ある。  

○ また、こうした国が保有する福祉施設の整理合理化が進められている中モ駐   

新船員保険の運営主体となる公法人においても福祉施設を保有すること旦国   

難な状況にある。  

○ 船員保険の福祉施設に要する経責（運営糞、整備費等）は、年金及び健康保   

険の福祉施設と異なり、保険給付に要する責用とは区分され、全額が船舶所有   

者の負担による保険料により賄われている車墜≧ぎ今後、船舶所有者は職務上年   

金部門の財政方式の変更に伴う積立金差額の償却に係る費用の負担等を賄わ  
l妻まl一  なくてはならない状逸l⊆ある且 

タ ー ＿ト＿■亡＆士l⊥ 7 ▲○」ヒ．⊥、l－－  

＜対応の方向＞   

○ 船員保険の福祉施設については、船長の海上勤務の特殊性を踏まえて、疲労  

寧復、静養、家族との団らんの場の提供等を目的としており、船負の福利厚生   
の向上に大きな 割  たしてきた。   

○ このうち保革所等の献白施設lこついては、船舶所有者の代表者、被保険考の   

些表章及び保険者の三者で構成する「船員保険福祉施設問題懇談会」lこおいて、   

主塑声でも福祉施設の在り方について協議・検討し、その見直しを行ってきて   

奉り、過去最大70施設であったものを現在14施設までlこ減少させ、整理合   

理化を進めてきた。  
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』≦幽迦宝   

あ鋤   

異星冬和し嘩堪   

であろこと筆も墜募皇頻   

り組む必要がある。   

P牒果たしてきた役割lこ堪  
趨難   

船員保険で行車軸運営や全国の漁準を   

墜蝉   

匡療機関にかか頻宴いう船員労働申嘩肇華や、船員の健康菅翠   

孝行ラという保険者と頻貫いるため、施設甲整理合理化が行わ   

餌準叩こ実嘩される声帯を検討することザ   

率翠である瀕阜   

留意しつつ検討することが必要である。  

○ 以上を踏まえ、整理合酎ヒの具休的な進め左生ど福祉施設の取扱いl；⊇史三   

越嘘過し  

瑚て、引き続き検討   
することが必要である。  

Ⅴ 運営主体  

1 新船員保険  

（り 保険者  

（検討の背景）  

○ 船員保険法に基づく給付の中には、船員労働の特殊性を踏まえ、ILO条   

約や船員法において定められている船員独自の給付がある。新船員保険事業   

の運営主体には、莞一に、このような船員独自の給付及び職務外疾病部門の   

給付を、将来的に、安定して提供していくことが求められる。  

○ 政管健保では、平成20年10月に固から切り離された全国単位の公法人   

（全国健康保険協会）が保険者として設立され、事業主及び被保険者等が保   

険運営について一定の責任を持つ仕組みが導入される。新船員保険の運営に   

ついても、船舶所有者及び船員保険被保険者等が責任を持って、その任に当  
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たることが求められる。  

○ 公法人の保険運営に当たっては、全国各地に所在する船員に対し、給付を   

適切に提供するための体制を確保することが必要である。一方、船員保険の   

被保険者は約6万3千人（平成17年度現在。政管健保の被保険者は約1，   

900万人）となっており、このような保険集団の規模に応じた適切なコス   

トによる運営が必要である。  

○ なお、船員保険の職務上疾病・年金部門及び失業部門による給付の大部分   

は、労災保険及び雇用保険による給付に相当するものであり、労災保険及び   

雇用保険への統合後に新船員保険で行う職務上特別給付部門の給付の占め   

る割合は限られている。このため、公法人の業務の多くは、職務外疾病部門   

となる。  

（新船員保険の運営主体e空り方）  

○ 新船員保険の運営主体ご空り方としては、全国健康保  険協会において等保  

険運営を行う場合と、独自の公法人を設ける場合の〒2つが考えられ主星至  

のとお峰  

岨A l、IT′n日日豊吉上l一一・rlヽ†・・絵書ヰ・7トニ乙．以■迂F．んト女∴Z  

≠串塗運営コストについて  

・法人運営のためには一定の事務責が必要であり、可能な限り法人運営に要   
する経費を縮嘩   

冬場金l⊆lLるが、今後、被保険者赦が減少する巾で、可能な限り法人運営   

営主体とすれば、独自の公法人を設ける場合に比べ、間接部門を中心として  

担±竺皇軽費の縮減が可能となるのではないか。   新船員保  

また、全国健康保険協会率は、船員保険の職務外疾病部門と同様の医療保  

険業務を全国l卿こ係る業務を実  
施する場合には、支部Iこおける業務も含め、効率町な業務実施とともに、安  

定した事務実施体制が期待される。行っていることから、兼務の効率化も期  

。  

土汀一7ミクニニ  ；＝ヒ1土蔓   
拝もよ  

Al－  Al－  

㌣lヽこ＝ヒ1 しナ㌣二乙 －■‡L．人ヽ七三嘉抽ナ㌣lヽ′rヽ・ワニl」－ナナ  

≠串＝塗運営方針の決定について  

・独自の公法人を設けた場合には、船員関係者及び学識経験者で構成さ拠る  
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運営委員会において、保険料率皇㊤設定し、保鍵遍迦事業の実施内容を決定  

することが考えられるが、この場合であっても、そⅥ決定を実施する実務担  

当組織をどう構築するかが問題となる。また、新船員保険の保険料率そのも  

のも、被保険者数及び財政規模を勘案すると全国一律となると考えられる。  
部）ごとでの保険青折力を反  できあが、政曹健保の場合と異なり、地域（支  

。   

≡重去全国健康保険協会において新船員保険を運営する場合等にも、全国  

健康保険協会の運営委員会の下に、船員量墜被保険者、船舶所有者及び学識  

経験者から成る船員昼墜評議会協議会＝反称）をが設けち耗、保険料率の設  

定等船員保険事業の運営上必要な事項を実質的に決定することができるも  

のと考えられるL決めることができるのではないか（運営委員会は、新船員  

ないこととする苛。）町壬の 合   の 険料率の設定等船具保険手  

業の運営上必要な事項を決定するに際しては、船員保険協議会（仮称）の意  

見が尊重されなければならないこととする等を法令に規定することを含め  

た措置を講じることにより、船員関係者の章見を反映させることは十分可能  

と考えられる。また、IJO条約や船員法を背景として船員労働の特殊性に  

より認められている給付については、糊こなる  

ため、全国健康保険協会の場合でも確促されるものである。  

＼昌一旦瞼′Tヽ：雷■曽l一  二とから、新船員保険事業に  
ぎノ【コぬ．ヽ℡■婁l  

Al一上ヽlヽ・・′・立⊂血八島J星瞼〃ヽ壷当  

○ 以上のように運営コストを抑え、効率的、安定的な業務を実施する上では、  

全国健康保険協会を運営主体とするメリットが大きい。運営方針の決定lこ船  

員関係者の意思を反映させる上では、全国健康保険協会においても十分にこ  

れを行うことは可能である。これらの点を総合的に判断すれば、全国健康保  

険協会を新船員保険の運営主体とすることが適当と考えられる。  

○ なお、全国健康保険協会で新船員保険に関する業務が行われる場合には、  

新船員保険に係る会計とその他の会計を明確に区分するとともに、新船鼻保  

険側で運営コストについて自らの運営に必要な負担を行い、政管健保を構成  

する事業主、被保険者の負担と胡確に区分されるようにすることが必要であ  

る。また、新船員保険についても政管健保と同様、準備金の積立てや、保険  

料率に関する必要な国の指導監督措置を講ずる必要がある。  
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